
 

埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  本県の第二庁舎２階、３階のスマートオフィス推進モデル事業業務については、事業者からのプロ 

 ポーザル（企画提案）により、レイアウト設計の業務遂行能力や物品調達に係る費用等を総合的に審 

 査し、最も適格な事業者を選定する。 

   

２ 企画提案書の提出を求める事項 

（１）事業の趣旨 

    本県では、平成２９年度から令和２年度にかけて、職員の事務効率の向上、優秀な人材の確保 

   及び来庁者の利便性の向上のため、執務室内の机・椅子・ロッカーの整備など行う執務環境改善 

   事業を実施してきた。 

    執務環境改善事業の取組を検証した結果、「働きやすさ」や「コミュニケーションの取りやす 

   さ」などの職員の満足度が概ね向上し、執務室内の通路幅やデスク間の距離が広がったなど、一 

   定の成果が認められた。 

    一方で、先進企業では、急速に進展するデジタル技術を活用しつつ、オフィス環境の改善や働 

   き方改革の取組みが進められている。 

    本県においても、引き続き、職員の事務効率や生産性の向上に取り組み、来庁者の利便性の向 

   上を図るため、従来の執務環境改善事業を発展させ、更にデジタル化の進展を踏まえた創造的な 

   仕事を促進する働きやすい執務環境の実現に向けて取り組むこととした。 

    そのために必要な、“業務内容に合わせて働く場所や机を主体的に選択できる働き方（ＡＢＷ： 

   Activity Based Working）”の実践による庁内におけるコミュニケーションの活性化や来庁者が 

   利用しやすい執務室環境の整備を図るとともに、セキュリティを確保する仕組み、文書量及び書 

   類収納量を削減する仕組みなど、執務室スペースの有効活用について企画・提案を求める。 

    なお、事業の対象となる庁舎内部課等の特徴については次のとおりである。 

   （第二庁舎） 

    １～３階 主に都市整備部、県土整備部の課を配置 

    ４階   主に教育局の課を配置 

    ５～９階 主に県警本部 

    １０階  主に企画財政部の課を配置 

   （都市整備部） 

     都市整備部の課では、都市計画行政、土地区画整理事業、公園事業、建築行政、県営住宅、 

    営繕など幅広い業務を所管し、県のまちづくり全般の業務を行っている。 

     都市整備政策課は、都市整備施策の総合的企画及び調整に関すること、さいたまスーパーア 

    リーナ及びけやきひろば等の管理に関することなどを行っている。 

     市街地整備課は、土地区画整理法の施行に関すること、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発 

    区域の整備に関する法律の施行に関することなどを行っている。 

     公園スタジアム課は、公園等に係る総合的企画及び調整に関すること、都市公園法の施行に 

    関することなどを行っている。 



     営繕課は、県有施設の営繕に関すること、設備課は、県有施設の設備に関することなど、主 

    に県有施設の建築・改修工事について設計及び工事監理に係る業務を行っている。 

（２）履行期間 

    契約締結日から令和４年３月１１日（金）まで 

（３）業務内容 

    ア 本業務委託に関するプロジェクト管理 

    イ 現状調査 

    ウ 業務対象課へのコンサルティング業務 

    エ レイアウトプラン作成業務 

    オ 什器等物品計画策定業務（調達・転用・引き取り） 

    カ レイアウト改修作業計画策定業務 

    キ 物品の調達及び搬入・設置業務 

    ク 既存物品の搬出・搬入・設置業務 

    ケ 不要物品の引き取り等 

    コ 電気電話設備工事・LAN 再配線 

    サ 壁塗装工事  等    

     ※ 各業務の詳細は、「埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関する仕様書」（別 

       紙１）で示すとおり。 

（４）委託額 

    委託額は、５３，７９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とし、この金額を

超える提案は審査の対象外とする。 

（５）契約締結までのスケジュール    

内 容 日 程 

プロポーザル公示 令和３年４月２１日（水） 

質問受付期間 令和３年４月２１日（水）～ ４月２６日（月）正午 

質問への回答 令和３年４月２８日（水）午後５時までに回答 

プロポーザル参加申込書提出期限 令和３年５月６日（木）午後５時（必着） 

企画提案書等提出期限 

※対象：６（１）表№１～№７ 

令和３年５月１７日（月）午後５時（必着） 

一次審査（書類審査） 

 ※応募者が多数の場合のみ実施 

令和３年５月１９日（水） 

 ※結果は５月２０日（木）正午までに通知 

（一次審査通過者のみ）企画提案書 

を説明する１０分以内の音声又は音 

声及び動画の電子ファイル 

※対象：６（１）表№８ 

令和３年５月２４日（月）午後５時（必着） 

二次審査 令和３年５月２７日（木） 

 ※県は５月２５日（火）に提出書類等を確認し、質問 

  事項等を応募者に送付 

 ※応募者は５月２６日（水）正午までに質問事項等に 

  対する回答を提出 



 ※結果は５月２８日（金）午後５時までに通知 

契約先候補者の決定・契約締結 令和３年５月下旬 

 

３ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

  企画提案書を提出することのできる者は、（１）～（９）までに掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財務規則」という。）第９１条の規

定により、埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者ではないこと。 

（３）公示日から提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成 

  ２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け

入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成 

  １４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（６）法人税、法人（都道府）県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべき税金を滞

納している者でないこと。 

（７）物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要

綱（平成２８年８月２日施行）に基づき、登録業種区分が物品の販売に係る入札に参加できる資

格のＡ等級又はＢ等級の者であること。 

（８）所在地要件が管轄内（県内に本店を有する）又は準管轄内（県外に本店を有し、県内に契約の

主体となる支店営業所等を有する）であり、企業規模要件が中小企業を満たすものであること。 

   なお、自社（自己）の所在地及び企業規模については、埼玉県ホームページの入札情報公開シ

ステムにより、競争入札参加資格者情報から検索し、確認すること。 

（９）本プロポーザルに複数の企業で参加する場合には、次に掲げる全ての要件を満たしていること。 

   ア すべての構成員が前記（１）から（６）の要件を満たしていること。 

   イ 代表構成員が前記（７）及び（８）の要件を満たしていること。 

   ウ 各構成員は、他の構成員として又は単独で本プロポーザルに参加していないこと。 

 

４ 質問事項の受付及び回答 

  本件について質問がある場合は、「埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関する公募

型プロポーザルについての質問票」（様式１）を令和３年４月２１日（水）から令和３年４月２６日

（月）正午までの間に、Ｅメールにより提出すること（提出先は、６（４）参照）。 

  質問に対する回答は、令和３年４月２８日（水）午後５時までに質問者にＥメールにより通知する

とともに、県ホームページにて公表する。 

 

５ プロポーザル参加申込書の提出 

  本プロポーザルに参加を希望する場合は、「埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関

する公募型プロポーザル参加申込書」（様式２）を令和３年５月６日（木）午後５時（必着）までに、

持参又は郵送（書留）により提出すること（提出先は、６（４）参照）。 



 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

№ 提出書類 提出部数 

 

１ 

埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関する

企画提案書 

 ※ 企画提案書の作成等については、「企画提案書作成要

領」（別紙２）を参照のこと。 

正本 １ 部 

副本１４部 
※併せて、Ｅメールでファ
イルを送付すること 

 

２ 

見積書 

 ※ 見積金額については、提案内容を実現するために必要

な全ての費用を積算し、記載すること。また、「埼玉県

スマートオフィス推進モデル事業業務委託に関する仕

様書４ 業務内容（１）本業務の業務項目」ごとの経費

内訳を記載すること。 

正本 １ 部 

副本１４部 

 

３ 

法人の定款の写し及び履歴事項証明書（商業登記簿謄本）の

原本（提出日から遡って３か月以内に取得したもの） 

 ※ 複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が 

  提出すること。 

各１部 

 

 

４ 

法人税、法人（都道府）県民税、法人事業税、消費税及び地

方消費税の納税証明書の原本 

 ※ 法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税

証明書（その３の３）を提出すること。 

 ※ 複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が 

  提出すること。 

各１部 

 

５ 

プロポーザル参加資格に関する誓約書（様式３） 

 ※ 複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が 

  提出すること。 

１部 

 

６ 

会社概要（会社案内、パンフレット等） 

 ※ 複数の企業により参加する場合は、すべての構成員が 

  提出すること。 

１４部 

７ 

 

【複数の企業により参加する場合のみ】 

構成員一覧表（様式４）及び委任状（様式５） 
各１部 

８ 【一次審査通過者のみ】 

企画提案書を説明する１０分以内の音声又は音声及び動画

の電子ファイル 

※提出する媒体は CD もしくは DVD とし、ファイル形式

は「WMV 形式」とする。 

１部 

 ※№３～№８について、副本の提出は不要であり、指定部数のみ提出すること。 

（２）提出方法 

    持参又は郵送（書留）によること。 



（３）提出期限 

    №１～№７については、令和３年５月１７日（月）午後５時（必着） 

    №８については、令和３年５月２４日（月）午後５時（必着） 

     ※提出後における企画提案書の追加及び変更は認めない。 

（４）提出先 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

     埼玉県総務部管財課 営繕担当（本庁舎３階） 

     ＴＥＬ ０４８―８３０―２５９５   ＦＡＸ ０４８―８３０―４７３６ 

     Ｅメール a2580-03@pref.saitama.lg.jp 

     ※メールの受付容量は１０メガバイトまでです。それ以上になる場合は御相談ください。 

 

７ 契約先候補者の決定方法 

委託先の選定に当たっては、「埼玉県スマートオフィス推進モデル事業業務委託先選定委員会 

   （以下「選定委員会」という。）」が以下の方法で提案内容を総合的に審査し、最も点数の高かっ 

   た提案者を契約先候補者として選定する。 

    なお、最高点が同点で２者以上ある場合は、委託料金が低い者を契約先候補者とする。 

    ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業務を委託するにふさわしくない 

   と認められるときは、次順位の者を契約先候補者として選定する。 

なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、 

   本事業の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等を提出した者を契約先候補 

 者として選定する。 

（１）応募者が多数（概ね３者を超えるとき）の場合には、次のとおりとする。 

①一次審査（書類審査）：令和３年５月１９日（水） 

・企画提案書及びその他提出書類に基づく書類審査を実施する。 

・一次審査の結果は、応募者全員に令和３年５月２０日（木）正午までにＥメールで連 

 絡する。 

・一次審査通過者には、二次審査を行う。 

②二次審査：令和３年５月２７日（木） 

   ・主に企画提案書の内容及び音声又は動画について、審査を実施する。 

   ・ 県は提出書類等を確認し、質問事項を令和３年５月２５日（火）にＥメールで応募者へ 

     送付する。 

     ・ 応募者は、質問事項等に対する回答を作成し、令和３年５月２６日（水）正午までにＥ    

       メールで提出する。 

     Ｅメール a2580-03@pref.saitama.lg.jp 

      ・ 県は、上記の回答内容を踏まえ、提出書類等に基づく審査を実施する。 

      ・ 二次審査の結果は、二次審査参加者全員にＥメールで連絡する。（令和３年５月２８日（金） 

        を予定） 

（２）応募者が多数（概ね３者を超えるとき）とならない場合には、次のとおりとする。 

・主に企画提案書の内容及び音声又は動画について、審査を実施する。 

   ・ 県は提出書類等を確認し、質問事項を令和３年５月２５日（火）にＥメールで応募者へ 



         送付する。 

     ・ 応募者は、質問事項等に対する回答を作成し、令和３年５月２６日（水）正午までにＥ 

             メールで提出する。 

       Ｅメール a2580-03@pref.saitama.lg.jp 

      ・ 県は、上記の回答内容を踏まえ、令和３年５月２７日（木）に提出書類等に基づく審査 

     を実施する。 

      ・ 審査の結果は、参加者全員にＥメールで連絡する。（令和３年５月２８日（金）を予定） 

（３）審査項目・内容及び配点は次のとおりとする。 

審査項目・内容 配点 

１．基本方針 １０ 

２．実施体制 

 

 

類似業務の受託実績 １０ 

業務の実施体制 １０ 

スケジュールの実効性 １０ 

３．企画提案内容 

 

 

 

プロジェクト管理 １０ 

レイアウトプラン（コンサルティングプラン） １０ 

物品調達方針（不要物品の処理方針を含む） １０ 

レイアウト改修作業計画 １０ 

独自提案事項 １０ 

４．見積額 ２０ 

 

８ 契約先候補者の決定 

  埼玉県は、提出された企画提案書及びその他提出書類等に基づき、本業務委託の遂行能力や物品調

達費用等を総合的に審査する。 

  総合点が最も高かった提案者を契約先候補者（以下「候補者」という。）に決定する。 

 

９ 契約の相手方の決定方法 

  埼玉県は、候補者と業務履行に必要な具体的な協議を行い、協議が整った場合は、候補者から改め

て見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。 

  なお、見積額については、正当な理由があると県が認める場合を除き、企画提案時からの増額は認

めない。 

また、候補者の辞退や協議が整わない場合及び当該候補者が業務委託契約を締結するまでの間に、

３に定める条件に該当しなくなった場合は、当該候補者に対してその資格を取り消す旨の通知をした

後、総合点が二番目に高かった者を新たに候補者とし、改めて協議を行う。新たな候補者が辞退等し

た場合は、次に総合点が高かった者を新たに候補者とし、協議を行う。 

  なお、契約締結までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日 

 付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けた場合には、契約しないことがある。 



 

10 企画提案書等の情報公開 

  契約締結後、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う。また、県

民等からの情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案書等の情報公開を行う場合がある。 

 

11 その他 

（１）新型コロナウイルス感染防止のため、スケジュールやプレゼンテーション方法等を変更する場合 

  がある。変更については、随時、ホームぺージで公開する。 

   また、業務遂行に当たっては、密閉空間、密集場所、密接場面の３つの「密」を避けるとともに、 

  消毒やマスクの着用、換気の徹底などの感染防止対策を徹底するため、随時発注者と協議し、必要 

  な感染防止対策を講じるものとする。 

（２）企画提案書の提出は、１者につき、１案のみとする。 

（３）提出書類は返却しない。 

（４）提案のための費用は、提案者の負担とする。 

（５）契約の相手方は、この契約の締結と同時に契約金額の１００分の１以上を乗じた額を契約保証金

として納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則第８１条第２項の規定に該当する場合は、免

除する。 

（６）提出書類等に虚偽がある場合は、失格とする。 

（７）本プロポーザルに係る一連の手続き及び契約等に関する手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨とする。 

（８）本プロポーザルについての説明、履行場所の確認を希望する場合は、令和３年５月６日（木）ま

でにＥメールにより連絡すること（連絡先は、６（４）参照）。 

  ※ 埼玉県では、新型コロナウイルス感染防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛等（まん延防止等重点措置等）の協力要請中

であるため、状況に応じて代替え措置等を行う可能性がある。 

 

12 問い合わせ先 

   埼玉県総務部管財課 営繕担当 

   担当者 岩橋・井野 

   ＴＥＬ ０４８－８３０－２５９５ 

   ＦＡＸ ０４８－８３０－４７３６ 

   Ｅメール  a2580-03@pref.saitama.lg.jp 


